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特定非営利活動法人 全国就労支援事業者機構 

１ 事業の成果 

協力雇用主の開拓や支援対象者への就労支援事業を実施する５０の都道府県就労支援事業者機構に事業

推進のための指導、助言を行った。また、申請のあった４８機構に対し事業費用の助成を行った。 

就労に際して保証人の得られない就労支援対象者に対する身元保証を実施し、当該制度を利用した支援

対象者の行為により、就労先の事業主に損害等が生じたものについて見舞金の支払いを行った。 

対象者を支援する事業においては、更生保護施設を運営する更生保護法人や就労支援事業者機構と連携

して昨年度制定した新制度の実施を開始し、過年度より支援の対象を拡大して就労自立を促すための助成

等を行うことができた。 

出所者等の雇用についてより深い理解を得るため、経済団体の会合において出所者等の就労支援と企業

の協力の重要性について説明した。このほか、リーフレットを作成配布するなどの広報活動を行った。 

一部の就労支援事業者機構との協働により新たな就労支援のモデル事業を実施し、費用の助成を行った。 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業                 （事業費の総費用【89,724】千円） 

定款に記
載された
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事
者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

犯罪や非
行をした
者の事情
を理解し
た上で雇
用に協力
する事業
主を確保
し、その
雇用を助
長する事
業 

協力雇用主を確保し、就労支援

対象者の雇入れを促進するた

めの以下の支援事業を実施 

・協力雇用主の開拓 
・雇入れの不安低減と円滑な雇用
を促すための助言・指導・研修
及び採用活動に対する支援 

・雇入れを奨励する助成及び雇入
れに要する費用の助成 

・雇入れ後の雇用管理に関する助
言援助 

4 月 1 日 

～  

3 月 31 日 

都道府県就
労支援事業
者機構の各
事業所 

198 
協力雇用主

等 
14,445所 28,413 

就労支援
対象者を
支援する
事業 

就労支援対象者の就労を促進
するための以下の支援事業を
実施 

・就労意欲の喚起、就職活動のノ
ウハウ提供などの助言援助 

・求職活動に対する支援 
・就職後の職場定着のための見守
り支援 

同 上 

都道府県就
労支援事業
者機構の各
事業所 

198 
刑務所出所
者等の就労
支援対象者 

2,413人 11,165 

就労支援スタッフ配置助成 

・地方の機構における就労支援専
任スタッフの確保及び支援体制
の充実を図るための活動費用を
助成 

同 上 

就労支援事
業者機構の
うち 11 事業
所 

11 
刑務所出所
者等の就労
支援対象者 

237人 20,686 

支援対象者への経済的支援 

・職業訓練終了者の就労自立支援
のための給付金の支給 

・資格取得（免許）費用の支援 
・職業訓練受講者への旅費助成 
・更生保護施設を自立退所する者
の職場定着支援のための助成 

・都道府県機構が実施する特定の
教育プログラム受講者への就労
活動の支援を目的とした助成 

同 上 
全国就労支
援事業者機
構 

3 

支援対象者
のうち公共
職業訓練等
の受講終了
者等 

179人 
 (延べ人数) 

8,336 
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就労支援
対象者の
就労を促
進するた
めの身元
保証事業 

出所者等支援対象者の円滑な
就労を支援し、同時に雇用事業
主の負担軽減を図るため、支援
対象者等の身元保証を実施 

・対象者の申出により身元保証を
行い円滑な就労を支援 

・身元保証を行った者により損害
を被った雇用事業主に対する見
舞金の支給 

4 月 1 日 

～  

3 月 31 日 

全国就労支
援事業者機
構 

3 

刑務所出所
者等の就労
支援対象者 

1,165人 

11,771 

雇用事業主 31所 

各都道府
県単位で
犯罪や非
行をした
者の就労
支援の事
業を行っ
ている事
業者組織
に対する
就労支援
事業の充
実のため
の指導、
援助及び
顕彰の事
業 

就労支援協議会、支援事業の制

度に係る説明及び意見聴取会

議（オンライン）・意見交換会の

開催 

同 上 

全国就労支
援事業者機
構及び都道
府県機構 

3 

各都道府県

就労支援事

業者機構従

事者等 

76人 1,477 

都道府県機構等の組織運営、就

労支援事業等に功績のある者

に対する顕彰 

同 上 

全国就労支
援事業者機
構及び都道
府県機構 

2 
就労支援事

業等従事者 
1人 894 

犯罪や非
行をした
者の雇用
の拡大を
図るため
の広報啓
発及び調
査研究の
事業 

関連団体と協働し、再犯防止を
図るための啓発・広報活動事業
を実施 

・経済団体の会合において再犯防
止施策（出所者等の就労支援、
企業の理解と協力の重要性）へ
の理解を求め、協力を要請 

・リーフレットの作成及び配布 
等 

同 上 
全国就労支
援事業者機
構 

2 一般市民 
不特定 

多数 
1,516 

地方組織との協働によるモデ
ル事業の実施 

・就労支援活動に際して生じる諸
課題に対し、モデル事業として指
定した試行的取り組みを実施す
る機構への費用の助成 

同 上 

全国就労支
援事業者機
構及び就労
支援事業者
機構のうち9
事業所 

3 
協力雇用主 

支援対象者 

不特定 

多数 
4,931 

国、地方
公共団体
及び民間
団体によ
る犯罪や
非行をし
た者の就
労支援に
関連する
事業に対
する協
力、受託
及び連携
に関する
事業 

法務省との協働による支援対

象者への支援拡充と協力雇用

主の雇用促進活動支援の取組 

同 上 
全国就労支

援事業者機

構 

1 
一般市民 

協力雇用主 

支援対象者 

不特定 

多数 
535 

（２）その他の事業                      （事業費の総費用【    】千円） 

 特定非営利活動に係る事業以外の事業は実施していない。 


